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平成２８年３月３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 不当利得返還及び損害賠償請求控訴事件（原審・東

京地方裁判所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２８年１月１４日 

 

判     決 

控訴人        株式会社Ｘ 

被控訴人       国 

 

主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴人の当審における追加請求を棄却する。 

３ 当審における訴訟費用はすべて控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人は、控訴人に対し、３８１万１７００円及びこれに対する平成２６

年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（控訴人は、

当審において債権者代位権に基づく請求を追加し、従前の請求と同額の金員の

支払を求めた。）。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、控訴人が、控訴人の東京支店長であったＡが控訴人の金員を横領し

たとして、Ａを被告とする損害賠償請求訴訟を提起し、控訴人の請求を一部認

容する仮執行宣言付きの第一審判決を取得し、これを債務名義として、Ａが株

主として有する控訴人の普通株式３５１５株（以下「本件株式」という。）に
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対する強制執行を申し立て、差押命令を得たが、船橋税務署長が、Ａの滞納国

税（所得税）を徴収するため、滞納処分として本件株式に対する差押処分（以

下「本件差押処分」という。）を行うとともに、上記強制執行の手続において

交付要求をし、船橋税務署が３８１万１７００円の配当を受け、控訴人は同額

の配当を受けられなかったことから、被控訴人はＡに対する課税権がないのに

上記配当を受け、控訴人の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得たも

のであり、また、控訴人は違法な本件差押処分により同額の損害を被ったなど

と主張して、不当利得返還請求権又は国家賠償請求権に基づき、被控訴人に対

し、３８１万１７００円及びこれに対する訴え変更の申立書送達の日の翌日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案

である。 

原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人はこれを不服として

控訴をした。 

なお、控訴人は、当審において、Ａは被控訴人に対して不当利得返還請求権を

有している上、無資力であるから、控訴人がＡに対して有する損害賠償請求権

を保全するため、債権者代位権に基づき、Ａの被控訴人に対する不当利得返還

請求権を代位行使すると主張して、被控訴人に対し、第１の２に記載のとおり

の請求を追加した。 

２ 前提事実、争点及びこれに対する当事者の主張の要旨は、３のとおり当審に

おける控訴人の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第２

事案の概要」の１ないし３に記載のとおりであるから、これを引用する（ただ

し、６頁２行目から３行目にかけての「及び配当処分」を削り、８頁５行目か

ら６行目にかけての「これに引き続く滞納処分」を「本件交付要求」に改める。）。 

３ 当審における控訴人の主張 

別件判決により控訴人のＡに対する損害賠償請求権が確定し、Ａに所得がな

いことも確定した。これにより、被控訴人のＡに対する課税権がなくなり、本
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件差押処分を行う権限もなくなったから、Ａは被控訴人に対して不当利得返還

請求権を有している。また、Ａは無資力である。したがって、控訴人は、被控

訴人に対し、民法４２３条１項に基づき、Ａが被控訴人に対して有する不当利

得返還請求権を代位行使する。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、原審における控訴人の請求はいずれも棄却すべきであり、当審

における控訴人の請求も棄却すべきであると判断する。その理由は、２のとお

り当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実

及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の１及び２に説示するとおりである

から、これを引用する（ただし、１１頁１９行目の「民法７０９条」を「国家

賠償法１条１項」に改める。）。 

２ 当審における控訴人の主張に対する判断 

前記前提事実並びに証拠（甲２の１ないし３、６の１、７の２）及び弁論の

全趣旨によれば、本件差押処分に係るＡの滞納国税は、Ａが平成２１年６月１

１日に平成１６年分ないし平成１９年分の申告所得税について期限後申告を行

ったこと及び同期限後申告に係る無申告加算税が賦課決定されたことにより納

付すべきこととなった国税であること、控訴人は、Ａが控訴人の金員を横領し

たと主張して、Ａを被告とする損害賠償請求訴訟を広島地方裁判所に提起し、

同裁判所がＡの横領を認めた上で過失相殺をして控訴人の請求を一部認容する

判決（別件判決）をしたが、その控訴審である広島高等裁判所は、過失相殺を

認めず、控訴人の請求を全部認容すべきであるとし、原判決を変更して、Ａに

対し２億９７０３万８９６０円及び遅延損害金を控訴人に支払うよう命じる判

決をし、その後、同判決は確定したこと、Ａが控訴人から横領した金員はＡの

所得と認定され、本件差押処分に係るＡの滞納国税の基礎とされたことが認め

られる。以上によれば、本件差押処分に係るＡの滞納国税の基礎とされた所得

は、Ａが横領により取得した不法な利得として、控訴人に返還されなければな
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らないものということができる。しかしながら、Ａには横領によって利得が生

じたのであるから、所得税法上の所得があるというべきである。上記判決の確

定によりＡが控訴人に上記利得の返還義務を負うことが確定したことだけで、

Ａの所得が当然に失われるわけではなく、被控訴人がＡの滞納国税を法律上の

原因なく利得しているとみることはできない。仮にＡが横領に係る利得を控訴

人に返還していたとしても、Ａが所定の請求期間内に本件差押処分に係る滞納

国税について更正の請求（所得税法１５２条、所得税法施行令２７４条）をし

た事実は認められず、Ａの期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分の取

消しがされた事実も認められないから、Ａの滞納国税について被控訴人が法律

上の原因なく利得しているということはできない。したがって、Ａが被控訴人

に対して不当利得返還請求権を有しているとは認められないから、その余の点

について判断するまでもなく、Ａの被控訴人に対する不当利得返還請求権を代

位行使するとの控訴人の主張は理由がない。 

３ そうすると、控訴人の原審における不当利得返還請求及び国家賠償請求は理

由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない

から、これを棄却すべきであり、また、控訴人が当審において追加した債権者

代位権に基づく不当利得返還請求も理由がないから、これを棄却することとし

て、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第２１民事部 

裁判長裁判官   中西 茂 

裁判官   藤田 正人 

裁判官   瀬田 浩久 


